
令和６年度 市民税・県民税の申告要否判定フローチャート 

 
 このフローチャートは、栗原市への市・県民税の申告が必要かどうかの目安です。 
 必ずしも当てはまらない場合もありますので、不明な点は税務課市民税係またはお住まいの
地区の総合支所市民サービス課までお問い合わせください。 
 
スタートから、「はい」・「いいえ」の矢印に沿って進んでください。 

 

医療費控除や寄附金控
除の追加または扶養控
除の変更などがありま
すか？ 

市・県民税の申告は
必要ありません。 

③営業等・農業・不

動産・譲渡・一時・

雑所得などの収入

がある。 

扶養控除・障害者控除・寡婦
（ひとり親）控除などの申告
がありますか？ 

税務署から市役所に課税資料が送付さ
れるので、市・県民税の申告をする必要
がありません。 

どのような収入がありましたか？以下の①～③からお選びください。 

①給与収入がある 
年末調整された給与以外
に収入がありましたか？ 

申告は原則必要ありませんが、行政サ
ービスを受ける場合などに、収入がな
い旨の申告が必要となります。国民健
康保険税の軽減判定や、介護保険料、
後期高齢者医療保険料、保育料の算定
の基礎となるほか、各種福祉サービス
の受給判定などに申告の情報が必要
となります。 
 
また、所得証明書等の発行が必要な方
も申告を行ってください(発行は 6 月
中旬から可能となります)。 

②４００万円以下の公

的年金収入がある 
公的年金以外に収入が
ありましたか？ 

令和５年１月１日から 
令和５年１２月３１日までの間に
何か収入がありましたか？ 

 
令和６年１月１日現在、栗原市に
お住まいでしたか？ 

障害者年金、遺族年金、傷病年金な
どの非課税所得以外に収入があり
ましたか？ 

スタート 

税務署または電子申告で所得税の
確定申告をしますか？ 

令和６年１月１日現在の住所地で申告し
てください。 
(栗原市に申告の必要はありません。) 

市・県民税の申告は
必要ありません。 

市・県民税の申告が必要です。 


